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   平 3 年６月１５日 

        

 

～市民と行政とのパートナーシップによるまちづくり～ 

平成１４年７月１日  
発行：太秦地下鉄駅周辺 
   まちづくり検討会 

 今年度は，いよいよ区画整理事業が事業化される予定です。そのため，第９回まちづく

り検討会が５月１６日に右京消防署にて開催されました。今回の検討会では第８回まちづ

くり検討会で行われた検討の内容と回答，経過報告及び以下のような土地区画整理事業の

事業計画（案）についての報告がなされました。また，今後の進め方として，事業計画説

明会，縦覧の日程，今年度の事業予定等についても協議しました。 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名 ： 太秦東部地区土地区画整理事業 

施行区域 ： 右京区太秦森ヶ前町，同区太秦上刑部町，同区太秦下刑部町， 

       同区太秦下角田町，同区太秦安井松本町の各一部 

施 行 者 ：  京 都 市 

施行面積 ： 約５．３ヘクタール 

施行期間 ： 平成１４年度から平成２０年度までの７年間（予定） 

      ただし，工事の完成は平成１９年度（予定） 

事 業 費 ： 約６２億円（予定） 

減 歩 率 ： 約３５．９％ （減価補償金導入による実質減歩率 ：約２３．１％） 

こ
の
事
業
計
画
は
京
都
市
建
設
局
拠
点
整
備
課
と
消
防
局
装
備
課
に
て
平
成

１
４
年
５
月
２
４
日
〜
６
月
６
日
ま
で
縦
覧
が
行
わ
れ
，
縦
覧
期
間
と
そ
の
後

２
週
間
（
６
月
２
０
日
ま
で
）
意
見
書
提
出
期
間
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

平成 14 年 5 月 10 日，この地区に関連する都市計画決定がされました。その内容は，

検討会にて確認されてきた事項のうち，都市計画決定が必要なものであり，駅前広場を含

む道路の規模や位置，市街地再開発事業の決定，用途地域等の変更と決定です。 

なお，都市計画決定までの経緯は以下のとおりです。 
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都市計画決定までの経緯 

 
・ 地下鉄天神川駅（仮称）の設置 
・ 京福電鉄嵐山線との乗り換え 

・ 御池通の整備 

・ 駅前広場の整備とターミナル機能の充実 

・ にぎわいのある空間の創出 

※上記課題を実現するため，面的整備を進める

まちづくり検討会で

議論を行い確認され

てきた内容を盛り込

んで都市計画（案）

を作成しました。

・道路や駅前広場など，公共施設の位置と規模が決定 

・市街地再開発事業の決定とそれに伴う用途地域等の変更

主
な
内
容

都 市 計 画（案）

都市計画決定!！

２週間の縦覧を行

間内に２１通の意

ました。その内容

２２日に京都市都

て審議をいただ

で原案通り承認さ

に都市計画決定告

 

都市計画審議会において，提出されました意見書の内容も踏まえ審議された結果，

り承認されました。審議会では各委員から三条通関係等について意見が出されまし

 三条通の現状の通行を維持したまま計画できないか。 

交通結節点として使いやすくするために軌道を東側に寄せた計画としている。 

 天神川・三条通交差点が現状以上に混雑するのではないか。 

御池通及び葛野大路開通後には三条通の交通量が減り混雑は減ると予想している。 

 御池通西伸時には三条通の交通規制はどうなるのか。 

交通規制は，西伸の際には再度検討したい。 

 もっと広く住民の意見を聞くべきではないか。 

住民とともに検討会をすでに8回開催し，できる限り行ってきた。 

三条通の交通規制について，「利便性か安全性か」の問題であり，今後十分検討をしてほしい。

現在の案は検討会で議論し，現時点で最もよい案だと思っているが，これよりもよい案が

出てくれば検討していく。 

この地区の整備課題
（右京区基本計画より）



 
 
検討会で寄せられた皆様のご意見を紹介するとともに，検討会としての考え方

をお答えしていくコーナーです。 

 

 

 
 
 
 

 

 

Ｑ７ 三条通の南行禁止（御池通への左折限定）は決定事項なのか? 
＜お答え＞ 
 三条通は，京福電車軌道敷との交差に対する安全性を考えると南行禁止が必要と思われま

す。その問題については都市計画決定の際にいくつかの意見書が提出され，その内容を踏まえ

て，４月２２日に行われた京都市都市計画審議会での審議がなされ，都市計画道路の位置や配

置等について，原案通り承認されました。なお，南行禁止に関しては，安全性の観点から原案

のとおりとなっていますが，今後，これよりも良い案が出れば検討していくとされています。 

 

 

 ここでは都市計画決定されたことについて，具体的な内容を報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明番号 
① 都市計画道路：御池通 
        ：三条通 
         ：下刑部町通 
② 第一種市街地再開発事業の区域 
③ 近隣商業地域 

 

 

 

 

 

① 都市計画道路 
今回，都市計画決定された道路（都市計画道路）は，御池通，三条通，下刑部町通の３

路線であり，道路の位置や幅員などが決定されました。御池通，下刑部町通は新たに建設

される道路であり，三条通については御池通～下刑部町通までの区間のみ都市計画決定さ

れ，その区間の総幅員は現在の１６ｍから２４．５ｍに変更されました。 

 

 

 

 

3.3.129号   ２８．０ｍ  自転車・歩行者道           駅前広場約4,000㎡を道路の一部として設置する
御 池 通         （両側）５．５ｍ           駅前広場の地下に自転車駐車場を設置する 

7.3.115号    ２４．５ｍ  歩道（西側）２．０m        [道路内に京福電鉄嵐山線の新駅を設置する] 
三 条 通         歩道（東側）３．５ｍ         再開発ビル等へのアクセス道路 

7.6.116号   ９．０ｍ  歩道（南側片側）２．０ｍ      再開発ビル等へのアクセス道路 

下刑部町通        [北側歩道は再開発ビル敷地内で確保] 

        標準幅員     歩 道 の 幅 員               そ の 他 
注：［ ］は都市計画決定事項以外の内容 



② 再開発ビル 再開発ビルの概要 

・再開発ビル 

◇建築面積   約７，０００㎡ 

 ◇延べ床面積  約３４，５００㎡ 

◇建築高さ   ２５ｍ（地下1階，地上６階建て） 

    建物用途として，右京区総合庁舎，地域体育館など

の公共公益施設や権利者の店舗や業務施設等と住

宅約６０戸を配置する予定です。なお，地下には約

１２０台の来場者用駐車場を確保し，下刑部町通か

らのアクセスになる予定です。 

来年度から事業スタートとな

る第一種市街地再開発事業によ

り，再開発ビルが建設されます。

平成１７年度から工事着工し，

１９年度に工事完了する予定で

す。再開発ビルにより，太秦東

部地区が右京区の新しい拠点と

なるよう取組が進められます。 

③ 用途地域等の変更 

 市街地再開発事業区域及び御池通北側から２５ｍまでの範囲の用途地域等が変更されま

した。今まで工業地域だったのが，今回の都市計画決定をうけて近隣商業地域に変わりま

した。また，再開発事業の施行区域について，高度地区を２０ｍ第４種高度地区から３１

ｍ高度地区に変更し，高度利用地区で，壁面後退などの制限も定められました。 

 

 

 

近隣商業地域：近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を主たる内容とする商業，その

他の業務の利便を増進するための地域である。   （土地区画整理用語辞典より）

 

                       （６月１８日現在） 

いよいよ建物調査，現地測量が始まりました。京都市職員や測量業者などが現地に入る

ようになり，権利者の方につきましては測量や建物調査に立ち会っていただくほか，換地

設計の位置・面積等について，個別協議が行われることになります。 

さて，今年はどのようなスケジュールになっていくのかというと……。 

 
現在 Ｈ.14年８月 Ｈ.14年 10月 Ｈ14年 1２月 . H.１５年１月～  
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※ 事業計画に対す
 
 

 
 

 
   

＜京都
ＵＲＬ： http://www

今年度より事務局が 

拠点整備課に変わりました。 
今 年 のスケジュール
る意見書が出された場合には，若干の遅れが生じる可能性があります。 

連絡先（事務局）：京都市建設局都市整備部拠点整備課
住所：京都市中京区西ノ京星池町３７－１

TEL：０７５－８２２－７４５３
FAX：０７５－８２２－７１８０

メールアドレス：hisaoda@city.kyoto.jp   
 

市の都市整備ホームページ＞ 
.city.kyoto. jp/kensetu/toshiseibi/index.htm 

mailto:hisaoda@city.kyoto.jp

